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二次利用ポータルの利用状況及び
HICを用いたNDBデータ提供の現状について①

• 令和７年度に151名がアカウントを新規取得し、令和６年11月以降、累計で189名がアカウントを取得。

• １月当たり平均11,200件のアクセス（※１）があった。

• メッセージ機能（※２）を用いて、利用環境や提供データ等に係る照会や審査に係る連絡等が約400件行われた。

• 掲示板機能（※３）を用いて、格納情報に係る照会等が約30件行われた。

• 二次利用ポータルにおいて対応可能な申出を順次拡大し、令和８年６月審査より、他ＤＢと連結する特別抽出以外の提供申出は
二次利用ポータル上で申出可能となった。

• 令和５年度規制改革実施計画を踏まえ、解析用に処理したNDBデータについて、二次利用ポータルの利用状況及び医療・介護
データ等解析基盤（HIC）上における原則７日（研究者等側の都合に要した期間は除く。）での提供を令和６年11月から開始。

• 二次利用ポータルの利用状況及びHIC上におけるNDBデータ提供に係る審査等の状況を定期的に確認することとしている。

背景

二次利用ポータルの利用状況（令和７年４月～令和８年３月の集計）

※１ 審査委員や事務局によるアクセスを含む
※２ 事務局と個別に連絡ができる機能
※３ 二次利用ポータルの利用者全体に向けてオープンに相談等ができる機能

二次利用ポータルにおいて提供申出可能なデータ種別受付拡大の変遷審査年月

通年パネルデータセット、トライアルデータセット、NDBｰβ原則７日提供（迅速提供）を開始令和６年11月審査～

上記に加え、リモート用全量NDB（HIC／オンサイト）
特別抽出（HIC）受付可能な提供申出を拡大令和７年９月審査～

上記に加え、集計表、サンプリングデータセット
NDB単独（他DBと連結しない）特別抽出（媒体提供）受付可能な提供申出を拡大令和８年６月審査～
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• 迅速提供に係る月１回の審査会（簡易な審査）は計９回開催。

• 探索的利用環境（通年パネルデータセット及びトライアルデータセット）12件、NDB-β７件の提供申出が審査された。

審査結果は13件が無条件承諾、１件が意見付承諾、３件が条件付承諾、１件が意見付条件付承諾、１件が審査継続であった。

• 承諾された申出は、申出受理から原則７日（※）で、HIC上でNDBデータが利用開始可能となった。

• 変更申出は10件が審査され、審査結果は９件が無条件承諾、１件が条件付承諾であった。

二次利用ポータルの利用状況及び
HICを用いたNDBデータ提供の現状について②

迅速提供に係る提供申出（令和７年４月～令和８年３月）

• 令和７年９月審査より、HIC上で利用するリモート用全量NDB及び特別抽出に係る提供申出の受付を開始した。

• これらHICに係る提供申出としてリモート用全量NDB（HIC）が６件、特別抽出が１件（介護DBとの連結案件）が承諾された。

• 承諾された申出は、順次提供を開始している。

※提供申出者が条件解消及び手数料支払い等に要した日数は除く。
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その他のHICに係る提供申出（令和７年４月～令和８年３月）



集計表 特別抽出

（参考）二次利用ポータルによるND Bデータ提供
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二次利用ポータルでは、NDBデータ提供申出のオンライン申請や、NDBデータ解析の専門家への相談等の支援機能
（アドバイザリープラットフォーム）を利用することが可能である。

サンプリング
データセット

通年パネル
データセット

トライアル
データセット

簡易な審査（月１回） 会議審査（年４回）

利用開始

研究者が指定した条件
に基づく抽出・加工

※１ 申出内容によって審査の形態は変更される場合がある。
※２ 他の医療・介護データ等との連結や研究者が抽出条件を指定するデータを希望する場合等は、当面の間、書類をメールで事務局に送付して申請する。
※３ 原則、書類を受理してから７日（研究者等側の都合に要した期間は除く。）で利用開始可能。
※４ 特別抽出については、HICで提供を受けることも可能。

リモート用
全量NDBNDB-β

オンライン申請（※２）二次利用
ポータル

アドバイザリープラット
フォームによる利活用支援

専門家等への
質疑応答が
可能な掲示板

NDB
教育資材

NDB
基礎資料

提供申出例
や研究成果

リポジトリ

提供データ
の種類

審査の形態
（※１）

媒体による提供（※４）

HIC環境における提供

HIC/オンサ
イト環境に
おける提供

原則７日（※３）での利用開始



（参考）二次利用ポータル掲載のNDB基礎資料等について

• 規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）や令和５年度厚生労働科学研究研究班報告書において、NDBに関する知見の集
約・公表を含む研究者等への支援体制の構築が求められた。

• 第20回匿名医療情報等の提供に関する専門委員会（令和６年３月６日）においてNDB提供体制の見直しについて議論を行い、
NDBデータの提供申請前に閲覧可能なポータルサイト（二次利用ポータル）上に、データ件数やID5付与割合等のNDBデータの

基礎情報を公表する方針となった。

経緯

二次利用ポータル掲載の基礎資料等

NDB基礎資料

・格納状況に係る資料

レセプト件数の年次・月次推移、各IDの格納状況等、研究対象のデータ量や各項目の利用可能性の検討に資する資料。

・名寄せの精度に係る資料

レセプト情報の各IDの直近1年間での出現割合等、レセプト等の名寄せを伴う研究計画の実現可能性の検討に資する資料。

・その他NDBの分析・活用に資する資料

サンプリングデータセットにおいて稀であるため削除された傷病名・診療行為・医薬品等のコード等。

提供申出例や研究成果

過去の成果物の公表名称、公表先、発表者、抽出したデータの容量等、新規研究計画の検討に資する資料。

NDB教育資材

・e-learning資料

厚生労働科学研究にて行われたNDBに関連する講演動画及び有志研究者によるNDBに関連する講演資料。
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